
第 3 章 災害発生時の応急対応 

 

 

１ 応急対応の対象となる石綿等 

建築物等の倒壊・損壊により露出した石綿含有吹付け材は飛散するおそれがあるこ

とから、応急対応の対象とする。 

また、石綿を含有する石綿含有保温材等についても、飛散防止の観点から応急対応

の対象とする。特に屋外において使用されている石綿含有断熱材や保温材は当該施設

の破損等により、飛散するおそれがあることから対象とする（例えば、煙突断熱材は

煙突の破損によって露出するなど）。 

石綿含有成形板等及び石綿含有仕上塗材については、可能な限り応急対応の対象と

する。 

 

 

第３章 災害発生時の応急対応 

出典：災害時における石綿飛散防止に係る取扱いマニュアル（第 3 版） 令和 5 年 4 月 環境省 
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２ 初動対応時の注意喚起 

（１）事業者等への注意喚起 

各局室は、自らが所管する災害時対応に際し、関係する事業者等に対して、被災建

築物からの石綿ばく露の可能性や防じんマスク着用の重要性について周知し、適切な

ばく露防止措置を実施させる。 

被災により建築材料が露出・流出することで石綿が飛散するおそれがあることから、

各局室は災害時対応に従事する事業者や職員に対して、災害時における石綿に関する

一般的な情報を提供し、マスクの着用など適切なばく露防止措置を実施するよう注意

喚起する（図３．１参考）。 

災害対応を実施する事業者や職員については、作業の種類に応じて、石綿取扱い作

業における保護具の基準（図３．２参照）と同等の防じんマスクを着用することが望

ましい。また、作業を安全に行うため、防じんマスクは正しい装着方法で装着する必

要がある（図３．３参照）。なお、災害時対応とは、発災後の被災状況の確認や災害

ガレキの処理などをはじめとした対応をいう。 

 

（２）住民への注意喚起・情報提供 

環境局大気環境対策課は、住民に対して、被災建築物からの石綿ばく露の可能性や

防じんマスク着用の重要性等について、名古屋市公式ウェブサイトなど使用可能な媒

体を用いて周知する。 

 

（３）各局室への注意喚起・情報提供 

環境局大気環境対策課は、各局室に対して、注意喚起等の実施を呼びかける。 

 

３ 初動対応を含め随時実施する情報提供等 

環境局大気環境対策課及び各区保健福祉センター公害対策課は、住民から石綿に関

する問い合わせ等があった場合に、注意喚起・情報提供を行い、必要に応じて防じん

マスクを配布する。 

同様に、スポーツ市民局市民活動推進センターは、ボランティアに対して、注意喚

起・情報提供を行い、適切な防護を実施するよう周知するとともに、必要に応じてマ

スクを配布する。 
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被災建築物からの石綿ばく露の可能性、防じんマスク着用の重要性や着用方法など

について周知を行う。 

 

図３．１ 熊本地震における住民向け周知チラシの例 
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出典：石綿ばく露飛散漏えい防止マニュアル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

図３．２ 石綿取扱いにおける保護具の基準(再掲) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

環境省HP資料「マスクのつけ方について(Ver.2)」より抜粋 

図３．３ マスクの装着方法 



第 3 章 災害発生時の応急対応 

 

４ 露出状況等の把握 

（１）災害情報の収集 

ア 応急危険度判定結果 

環境局大気環境対策課は、住宅都市局建築安全推進課へ応急危険度判定の結果の提

供を要請する。 

 

イ 住民からの通報 

各区保健福祉センター公害対策課及び環境局大気環境対策課は、住民等からの石綿

露出状況についての通報を受ける。 

住民等から通報があった建築物については、露出状況の調査を原則行う。 

 

ウ 被災状況の収集 

環境局大気環境対策課は、防災危機管理局へ災害に関する情報の提供を要請する。 

環境局大気環境対策課は、市内の主だった被災地域や道路や河川などの状況、津波

などによる影響について、防災危機管理局に確認する。 

 

（２）露出状況の調査 

ア 調査地域の決定 

環境局大気環境対策課は、石綿使用の可能性が高い地域や石綿露出状況調査の優先

度が高い地域を示した一覧、応急危険度判定結果などの建築物の倒壊情報をもとに、

露出状況の調査を実施する地域を決定し、各区保健福祉センター公害対策課へ連絡す

る。 

アスベスト調査台帳や応急危険度判定などの情報をもとに、確認調査を実施する地

域を決定する。幼稚園や学校、商業施設、歩行者の多い歩道等に接する施設等、不特

定多数の人が集まる地域・施設を優先して実施する。 

なお、住民等から通報があった建築物等については、原則として露出状況調査を行

う。 
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イ 現地調査 

各区保健福祉センター公害対策課は、露出状況の調査を実施する。 

露出状況の調査は、目視による確認を行い、石綿使用の可能性がある建築材料を発

見した場合に、アスベストアナライザーなどによる簡易分析調査を実施する。分析調

査の際に、建築材料を採取する必要がある場合には、電動ファン付き防じんマスクな

ど適切な防護措置を実施する（第2章 図2.1 石綿取扱いにおける保護具の基準を参

照）。 

 

ウ 調査結果の報告・共有 

各区保健福祉センター公害対策課は、露出状況の調査結果を環境局大気環境対策課

へ提供する。 

環境局大気環境対策課は、露出状況の調査により飛散のおそれのあることが判明し

た場合には、スポーツ市民局市民活動推進センターはじめ、各局室へ調査の結果を提

供する。 

 

エ 周辺への周知 

各区保健福祉センター公害対策課は、露出状況の調査により、石綿が飛散するおそ

れのある建築物等を発見した場合は、その周辺の住民に対して、石綿ばく露の可能性

や防じんマスク着用の重要性・正しい着用法を伝えたうえで、防じんマスクの配布を

行う。 

 

オ 市有建築物の調査 

各局室の市有施設の管理者は、自らが管理する市有建築物について、被災状況を確

認するとともに、石綿の露出及び飛散のおそれがないことを確認する。石綿の露出や

飛散のおそれがある場合は、飛散・ばく露防止の応急措置を講じ、環境局大気環境対

策課に報告する。 
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（３）建築物等の所有者・管理者への情報の伝達 

ア 周知文書の掲示 

各区保健福祉センター公害対策課は、露出状況の調査の際、石綿が飛散するおそれ

のある建築物等を発見した際には、所有者・管理者向け周知文書を当該建築物等に掲

示する。あわせて、周辺への周知として石綿に関する住民への周知文書（図３．１参

照）も現場に掲示しておく。 

災害時には建築物等の所有者・管理者に連絡が取れないことが多いため、飛散防止

に係る応急措置及び解体時の事前調査の適切な実施に関する文書（図３．４参照）を

現場に残しておく。 

 

イ 所有者・管理者への連絡 

各区保健福祉センター公害対策課は、露出状況の調査の結果をもとに、石綿が飛散

するおそれのある建築物等の所有者・管理者に対して、調査の結果を伝え応急対応を

実施するよう要請する。 
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図３．４ 応急対応時の所有者向け周知文書例 

簡易分析の結果、この建物の一部に石綿（アスベスト）が確認されました。 

この建物の所有者・管理責任者は石綿が使用されているかを建築図面などの設計

図書や分析調査によって確認してください。 

建物を解体等する場合、石綿事前調査を行う必要があるので、ご注意ください。 
 

石綿が露出していると飛散する可能性があります。 

以下の３種類の応急措置（例）を参考に飛散防止措置をとってください。 

 ビニールシート等による飛散防止 

 散水・薬剤散布で湿潤化・固形化することによる飛散防止 

 建物周辺のロープ等による立入禁止 
 

※ 調査により石綿不使用が判明した場合は応急措置の必要はありません。 
※ 調査結果をこの表示の近くに表示してください。 

 
石綿のばく露防止対策について 

石綿が使用されている可能性のある建物になるべく近づかないようお願いします。 

また、この建物の家屋内や周辺での作業が必要な場合は、防じんマスクを使用し

てください。防じんマスクをお持ちでない場合は、下記の問い合わせ先にお問い

合わせください。 

 

問い合わせ先 

名古屋市環境局大気環境対策課 ☎ ９７２－２６７４ 

西区公害対策課（担当区：東・北・西・中村・中） ☎ ５２３－４６１３ 

港区公害対策課（担当区：熱田・中川・港） ☎ ６５１－６４９３ 

南区公害対策課（担当区：瑞穂・南・緑・天白） ☎ ８２３－９４２２ 

名東区公害対策課（担当区：千種・昭和・守山・名東） ☎ ７７８－３１０８ 
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５ 応急措置 

（１）所有者・管理者による応急措置 

石綿飛散のおそれのある建築物等について、原則、建築物等の所有者又は管理者が

石綿飛散・ばく露防止の措置を行う。 

石綿露出等が確認された場合は、原則、建築物等の所有者又は管理者が、速やかに

養生、湿潤化（散水や薬液散布）により応急の飛散防止措置を行うとともに、建築物

等の周辺を立入禁止にするなど、ばく露防止措置を行うこととする。 

石綿飛散のおそれのある市有建築物についても、各局室の管理者が応急措置を実施

する。 

表３．１ 応急措置（例） 

種類 措置 

飛散防止 養生 ビニールシート等によって飛散防止を図る。 

散水・薬液散布 水・薬液等の散布を行い湿潤化・固形化等の措

置を行う。 

ばく露防止 立入禁止 散水・養生等が行えない場合は、石綿へのばく

露を防ぐ為、対象建築物の周囲をロープ等によ

って区切り、立入禁止とする。 

※石綿の除去などの被災建築物に対する処置は、５章、６章に示す。 

 

（２）所有者・管理者による措置が不可能な場合の措置 

所有者・管理者が遠方にいるなどの事情により応急措置が不可能な場合又は、所有

者・管理者に連絡が取れず緊急の対応が必要と判断される場合は、各区保健福祉セン

ター公害対策課は、石綿の飛散のおそれのある建築物等について、定期的な露出状況

の確認、周辺への周知や、環境モニタリングの実施などの対策を実施する。 

なお、石綿飛散のおそれのある建築物等へ住民等ができるだけ近づかないよう、立

入への注意喚起については、４（３）ア「周知文書の掲示」により実施する。 
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露出状況の把握および応急措置の流れ 

※１ 公害対策課以外の部署へ住民からの通報があった場合は、当該部署は公害対

策課へ連絡 

※２ 現地調査を行い石綿の飛散のおそれが確認された場合 
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